
総務省「誹謗中傷等の違法・有害情報への対策に関するワーキンググループ」

検討アジェンダに対する意見について

資料２



「全体の検討を通じて留意すべき事項」について

⚫ 本WGにおける検討を通じて、コンテンツモデレーション等に関する一定の指針が定まるこ
とで、各プラットフォーム事業者においてより実効的な対応が行える環境が整備されるもの
と考えられるため、コンテンツモデレーションに関する透明性・アカウンタビリティ確保の
在り方について検討することについて賛同する。

⚫ プラットフォーム事業者が自律的に誹謗中傷等の違法・有害情報への対策を実施する上で、
自らの責任範囲が明らかにされているべきであり、違法・有害情報を流通せしめた発信者と
プラットフォーム事業者それぞれの責任を明確化する観点から、「情報の流通によって権利
を侵害された被害者、こうした情報をプラットフォームサービス上に流通せしめた発信者、
及びプラットフォーム事業者の三者間の関係に十分留意する」必要があると考える。



⚫ プラットフォーム事業者は、その社会的責任として、誹謗中傷等に対し積極的な役割を果た
すべきであると考える。

「１.プラットフォーム事業者の責務」について

誹謗中傷をはじめとする禁止行為を利用規約において明示
するとともに、各サービスのガイドライン等も通じてルー
ルの周知に努め、プラットフォーム事業者としての責務を
果たすよう努めています。

【取組み事例】

（LINEの安心安全ガイド）

https://linecorp.com/ja/safety/

https://linecorp.com/ja/safety/


「２.透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方」について

⚫ 「透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事業者」については、単にユーザー数の
多寡によって指定するのではなく、違法・有害情報の流通が多いサービス、かつ、透明性・
アカウンタビリティの確保に係る対応が十分に行われていないプラットフォーム事業者をま
ずは対象とすべきである。

⚫ 加えて、提供するサービスの性質についても考慮すべきである。取り分け、メッセージング
サービスについては、通信の秘密の確保を保障するため、プラットフォーム事業者は、原則
としてユーザー間のやり取りの内容を確認等することができない（暗号化している場合もあ
る。）性質のサービスであり、除外されるべきである。

【2-1 透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事業者】



⚫ 判断基準を公表することとすると、公表情報の悪用（判断基準のすり抜け、判断基準に定義
されていない違法・有害情報に関する投稿等）の懸念がある。

【2-2 運用方針及び運用結果の公表】
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【取組み事例】

LINE オープンチャットでは、

誹謗中傷に該当する可能性のある行為や誹謗

中傷等にあたる判断した場合の措置等を

「誹謗中傷に関する詳しいガイドライン」と

して定めて公表するとともに、ルームに入室

する際に適宜ポップアップで警告し注意喚起

に努めています。

「２.透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方」について

https://openchat-jp.line.me/other/admin_newsletter_20230201
_3ma082jf#03-1

https://openchat-jp.line.me/other/admin_newsletter_20230201_3ma082jf#03-1


（ご参考）誹謗中傷に関する詳しいガイドライン（LINE オープンチャット）

https://openchat-jp.line.me/other/defamation_guideline_30jga8ku

https://openchat-jp.line.me/other/defamation_guideline_30jga8ku


⚫ 評価基準については、他のプラットフォーム事業者の数値と比較可能なものとすることが適
当であり、その時々の違法・有害情報の流行、システムのユーザーによる通報等の閾値の変
化、システムの検知精度など、様々な要素が影響することを踏まえつつ、実効性のある評価
スキームの確立が必要であると考える。

【2-3 プラットフォーム事業者による評価、運用方針の改善】

【取組み事例】

LINE Transparency Reportにて、違反投稿への対応状況、
ユーザからの削除申告への対応状況 を公開しています。

「２.透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方」について

https://linecorp.com/ja/security/transparency/top

https://linecorp.com/ja/security/transparency/top


（ご参考）LINE Transparency Report

LINEサービスにおける違反投稿への対応

【人の目によって非表示にした違反の内訳】【非表示にした総件数】

当社グループがサービスを提供しているすべての国において、
ユーザーが自由に投稿し閲覧できる、公開されている領域の
パトロールを行っています。

https://linecorp.com/ja/security/moderation/2022h1

https://linecorp.com/ja/security/moderation/2022h1


⚫ 違法・有害情報を目撃した場合の通報と、権利侵害にあった被害者からの削除申請といった
目的別に、複数のフォームを設けておくことも有効であると考えられる。

【2-5 手続の適正性確保のために透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項】

【取組み事例】

（通報機能） （お問い合わせフォーム）

• 通報機能を通じて違反投稿を通報する
ことができます。

• お問い合わせフォーム等を通じて名誉
毀損・プライバシー侵害等の権利侵害
情報の削除を申請することができます。

「２.透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方」について



（ご参考）お問い合わせフォーム記載事項の一例



⚫ 単に申請フォームから申請が行われ、それに対する返信を行ったことをもって、「プラット
フォーム事業者が当該申請等の受付に関する通知を行ったときには、申請等に係る情報の流
通についてプラットフォーム事業者に認識があったものとみなすこと」は、実務的に困難で
はないかと想定される。

⚫ 発信者に対して、コンテンツモデレーションを実施した事実及びその理由を説明することに
ついては、サービス上の情報流通量が年々増加しているため実効的な対応を検討する必要が
あり、コンテンツモデレーションの考え方をあらかじめガイドラインの形で公表する対応と、
個別の事案に応じて理由を説明等する対応とを組み合わせて対応することが望ましい。

【2-5 手続の適正性確保のために透明性・アカウンタビリティの確保が求められる事項】

「２.透明性・アカウンタビリティの確保方策の在り方」について



「３.プラットフォーム事業者が果たすべき積極的な役割」について

⚫ プラットフォーム事業者側が継続モニタリングの対象としていることが、当該権利侵害情報
を投稿する者に伝わった場合、別のアカウントを作成したり、手段を変えて投稿を行うこと
が想定され、権利侵害情報の流通の抑制効果が薄くなるものと考えられる。

⚫ 繰り返し多数の権利侵害情報を投稿する投稿者であっても、「アカウントの停止・凍結やア
カウントの再作成の制限等については、将来の投稿を制限する点においてその影響が非常に
大きく」、法令による義務付けについては慎重な検討を要する。

【3-1 投稿のモニタリングのフェーズ】



⚫ 判例集や事例集等、削除請求を受けた際の判断に資する事例が整理されたものがあれば、プ
ラットフォーム事業者による削除の判断がしやすくなるものと考えられる。

⚫ 行政庁からの削除要請を受けたプラットフォーム事業者の対応を明確化するとしても、削除
を実行するかどうかについては、最終的に個別の事業者の内部基準が相当程度に尊重される
べきである。また、明確な理由があって削除要求や削除要請に応じていない場合もあるため、
個別のケースに応じた対応が必要ではないかと考えられる。

⚫ 削除にあたっては、ユーザーからの削除申請の真偽や表現の自由の観点も含めた総合的な判
断が必要となるため、プラットフォーム事業者に削除等を義務付けることは慎重であるべき
と考える。

【3-2 要請・請求のフェーズ】

【3-3 削除等の判断・実施のフェーズ】

「３.プラットフォーム事業者が果たすべき積極的な役割」について



「４.その他」について

⚫ 憲法において、通信の秘密は個人として生きていく上で必要不可欠な権利として保障されて
いることはもとより、通信の秘密の保障には、通信の内容だけでなくその存在の秘密が確保
されることも含むとされていることから、一対一の通信における発信者情報開示請求を可能
とすることについては極めて慎重とすべきではないかと考える。

【4-4 発信者情報開示請求】


